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北秋田市教育委員会 

平成３０年６月定例教育委員会会議録 

 

 

１．招集年月日   平成３０年６月２８日（木） 

 

２．招 集 場 所   北秋田市第二庁舎 式場 

 

３．開会及び閉会   開会：午後１時０７分 閉会：午後３時１５分 

 

４．出 席 委 員   教育長：佐藤 昭洋  委 員：永井 高道 

           委 員：佐藤 正俊  委 員：藤本 基子 

        

５．欠 席 委 員   委 員：小林 真 

 

６．出 席 職 員   教育次長：小笠原 吉明   総務課長：金澤 聡志 

学校教育課長：小林 秀雄  生涯学習課長：長岐 孝生  

スポーツ振興課長：藤野 義則 

総務課総務係長（書記）：三澤 照美 

 

７．傍 聴 者   なし 

 

８．報 告 事 項  【教育長報告】 

① 教育長動静 

                      

          【各課長所管報告】 

・総務課 

① ６月行事報告及び７月行事計画 

② あきたリフレッシュ学園 

③ 教育留学推進事業 

           ・学校教育課 

① ６月行事報告及び７月行事計画 

② 学校の状況 

           ・生涯学習課  

① ６月行事報告及び７月行事計画  

・スポーツ振興課 

① ６月行事報告及び７月行事計画  
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９．附 議 案 件   （１）承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（北秋田市公民館 

                  非常勤主事の任命について） 

          （２）議案第29号 北秋田市浜辺の歌音楽館の管理及び運営に関する規則の 

                  一部を改正する規則の制定について 

          （３）議案第30号 北秋田市伊勢堂岱縄文館管理規則の一部を改正する規則 

                  の制定について  

          （４）議案第31号 北秋田市教育委員会事務点検及び評価実施要綱の一部を 

                  改正する訓令の制定について 

          （５）議案第32号 北秋田市スポーツ大会出場費補助金交付要綱の一部を改 

正する訓令の制定について 

          （６）議案第33号 北秋田市教育委員会事務の点検・評価報告について    

              

１０．そ の 他    

 

 

１１．会 議 録 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、６月の定例教育委員会を開会します。 

はじめに、署名委員の指名をさせていただきます。本日の署名委員は藤本委員に

お願いします。 

次に、２番「前回委員会の会議録の承認」についてです。事前に事務局より配布

されている５月定例会、第1回総合教育会議の会議録の内容について、訂正等があ

る方はいらっしゃいますか。 

 

ありません。 

 

ないということであれば、会議録については承認とさせていただきます。 

続いて３番の「諸報告」です。（１）私、教育長から、動静について報告いたし

ます。 

６月１日、第１回目の大館北秋田校長会研究大会があり、午前中は、合川小・中

学校の授業参観をしています。私は午前中は行けませんでしたが、午後の研究協議

会で最初のあいさつをしてきました。２日大阿仁小学校の運動会は、地域の実行委

員会を立ち上げて行うユニークな運動会で、中学生も８名ほど参加して、アットホ

ームな地域の運動会でした。３日鷹巣中学校の体育大会がありました。同日、ふる

さと踊りと餅っこまつりがあり、皆さん新聞でも見られたかと思いますが、今年は

鷹巣小学校がふるさと学習として、全校児童を出校日にして参加しています。１・

２年生は午前中だけ、３年生以上は昼食を商店街で食べるということで、各食堂に

５００円で食べられるよう事前にお願いしたということです。午後からのふるさと

踊りには、３年生以上全員が参加し、地域の方々にも非常に好評でした。４日郷土
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佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編集委員会。いよいよ郷土資料の編集について動き出しました。編集委員に

は、小林茂先生を総括として、七日市公民館・佐藤和博館長、合川公民館・佐藤隆

男館長、阿仁公民館・佐藤高義館長、森吉公民館・庄司邦昭館長にお願いしまし

た。委員が作るというよりも、委員が各地域の方々にお願いして素材を集めてくる

形で進めていきたいと考えています。これから具体的に動いていきますが、事務局

は小林陽介くんが担当します。５日校長人事評価目標設定面談。全員と面談し、今

年度の目標設定をしたところです。同日、三澤前教育長が全国市町村教育委員会連

合会の功労者表彰を受けられましたので、その伝達を行いました。６日県議会教育

公安委員会の委員の方々が、県内視察として、大湯のストーンサークルの後に、伊

勢堂岱遺跡の視察に来ております。１２日から６月議会が開会しています。１４

日、１５日と一般質問でしたが、一般質問された１０名の内５名から教育委員会に

対する質問がありましたのでお答えしたところです。内容は、佐藤光子議員が、小

学校の新指導要領のプログラミング教育について。久留嶋議員は、登下校時の子ど

もたちの安全対策について。板垣議員は、浜辺の歌音楽館３０周年の具体的な事業

と、館の活性化について。杉渕議員は，土床式の体育館について、２月県議会の北

欧の杜公園に建てたらどうかという知事への質問に対して、市ではどういったこと

を計画しているのかといった内容でした。松橋議員からは、大阿仁公民館長の空席

についてご指導いただきました。空席が続いておりましたが、今日、公民館主事の

提案がありますので、この後生涯学習課長から説明します。１６日大館北秋田中学

校総体があり、本市では柔道、剣道、野球、バレーの４種目が行われ、それぞれに

顔を出して激励してきたところです。１７日中学校の郡市相撲大会と大館北秋田学

童相撲大会が、旧合川東小学校で一緒に行われました。１８日６月議会の総務文教

委員会が合川庁舎で行われています。２１日米内沢駅リニューアルオープン記念セ

レモニーは、音楽を売りにしていきたいということで、浜辺の歌音楽館と笑う岩偶

をピックアップして、ＮＰＯ法人が計画したセレモニーでしたけれども、米内沢小

学校の４年生以上が学校から米内沢駅まで歩いて参加して、「浜辺の歌」と「笑う

岩偶絵描き歌」を披露してくれました。地域と一体となって良かったなと感じまし

た。２２日６月議会が閉会し、午後から米内沢小学校音楽発表会を浜辺の歌音楽館

で行いました。教科書展示会がこの日から始まっており、一般の方々も興味深く見

ておりました。２３日成田節治杯ミニバスケットボール大会で挨拶しております。

同日、坊沢公民館のそば打ち講座に参加しました。なぜ参加したかと言うと、２９

年度の坊沢公民館の利用者数が、前年度比１１０.８%。この人口減の中で１００%

を超えており、北秋田市で所管する公民館の中で２番目の数字なので、その秘密を

探ってみました。講座では、お父さんたちがそば打ちをして、お母さんたちが協力

しながら、和気藹々と楽しくやっていましたので、そういうところがポイントなの

かなと感じました。２５日リフレッシュ学園の体験学習でジュンサイ採りに行って

きました。子どもたちは５人でしたけれども、天気も良く、子どもたちが自分の力

で採ることがキーポイントで、だんだん採れるようになると、逞しく感じました。 

以上が５月３１日から昨日までの、私の主な動きでした。 
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佐藤教育長 

 

 

 

金澤総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

私の報告について、何か意見などありませんか。 

なければ次に移ります。（２）各課所管事項の報告。はじめに総務課からお願い

します。 

 

＜６月の行事報告＞資料のとおり。 

・６月２８日 ６月定例教育委員会 

 

＜７月行事計画＞資料のとおり。 

・７月１１日 リフレッシュ学園終業式 

・７月１３日 東北６県市町村教育委員会連合会研修会（山形市） 

・７月２０日 平成３０年度市町村教育委員研究協議会（仙台市） 

 

＜総務課報告＞資料のとおり 

１．あきたリフレッシュ学園 

（１）利用状況 学園生１４名。中学生１０名、小学生４名。 

         体験入園 ４名 

（２）活動内容 ６月６日 タケノコ採り体験 ５名参加 

         ６月１４～１５日 目指せ！日本海サイクリング １０名参加 

６月２５日 ジュンサイ採り体験 ５名参加   

２．教育留学推進事業 

（１）留学生 ・県外小学生 学習交流型 ４名 

         ６月１日に札幌市から来ていた姉弟が帰った。 

        ・県外中学生 生活改善型 1名 

         ６月１日～１３日一時帰省していたが、現在は学園に戻ってい

る。 

       

ただ今の報告について、質問や意見はございませんか。 

  

ありません。 

 

教育留学で補説ですが、６月に帰った北海道の６年生と４年生の姉弟は、２学期

に、また改めて１０月までと希望を受けております。今日、所長訪問で合川小学校

に行ってきました。６月に東京都から来た子どもは腹痛で休んでいましたが、その

他の３名は、闊達に授業に参加しておりました。 

 他になければ、学校教育課からお願いします。学校教育課の報告の中で、職員及

び児童・生徒に関する内容については、プライバシーに配慮し、内容を非公開とし

てもよろしいでしょうか。 

 

 はい。 
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佐藤教育長 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは非公開とさせていただきます。では、学校教育課長より所管の報告をお

願いします。 

 

＜６月行事報告＞ 資料のとおり。 

 ６月の報告については、教育長の動静と殆どが重複するため割愛する。 

 

＜７月行事計画＞ 資料のとおり。 

・７月 ２日 企業博覧会 

・７月 ２日 鷹中・鷹巣南中統合準備委員会 

 ・７月 ４日 第２回郷土資料編集委員会 

 ・７月 ６日 岩手県軽米町教委学校視察（鷹巣中学校・合川小学校） 

・７月 ８日 プール監視員講習会 

・７月２０日 各小・中学校１学期終業式 

       ※今年度から 8/13～15日学校閉庁日。合川中学校のみ地域行事

により8/13･15･16日。 

・７月２４日 野外観察会 

・７月２４日 ＡＬＴ(３名)市長へ帰国あいさつ 

・７月２６日 北秋田市教科用図書選定委員会 

・７月３０日 第２回大館北秋田教科用図書採択地区協議会 

 

＜学校教育課報告＞ 資料のとおり。 

１．児童・生徒数 

６月１日現在 １,８２６名 前月比１名増。 

２．栄光 

（１）大館北秋田中学校総合体育大会（優勝団体・個人のみ掲載） 

３．その他 

（１）タンザニアから阿仁合小学校に体験入学  

６月２５日～７月２０日 １名 

    ※阿仁合小学校は、今日現在３か国から４名体験入学に来ている。 

（２）岩手県軽米町学力向上先進校視察 

（３）６月中に関係校に提供した熊情報について。 

    市役所内の情報システム、警察からの情報提供があった場合に、小･中学 

生の登下校に関わって注意が必要であるため、小・中学校に情報提供したも

ののみ掲載している。 

  

＜事故報告・職員の異動＞資料のとおり。 

 

＜不登校の状況＞資料のとおり。 
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小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

佐藤委員 

 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

 

小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

藤本委員 

 

佐藤教育長 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

 

 

＜その他＞ 

 教科書用図書の採択について。 

・６月２８日 第１回大館北秋田地区教科用図書採択地区協議会 

 ・７月２６日 北秋田市教科用図書選定委員会 

・７月３０日 第２回大館北秋田地区教科用図書採択地区協議会 

 

 ただ今の学校教育課の報告について、何か質問や意見などございませんか。 

 

 水泳のシーズンを迎えるわけですが、何年か前に塩素の取り替えの時に、誤って

目に入ってしまうという事故がありました。安全を確認して十分に気を付けるよう

に話してほしいと思います。 

 

 プールについては、既に水泳の授業等が始まっているかと思いますが，注意喚起

の文書を出すなりして対応したいと思います。ありがとうございました。 

 

 他にありませんか。 

 

熊の情報についてですが、（子どもの通う学校から目撃情報について）メールが

すぐにきたのですが、それはどの学校も、保護者のメールにすぐ知らせるように統

一されているものでしょうか。学校で判断しているのか、それともその地区であれ

ば必ず保護者にメール配信するとか、決まっているものでしょうか。 

 

 それぞれの学校によって、学区の広さや子どもたちの登下校の状況が異なりま

す。例えば、スクールバスで通っている子どもと、歩いている子どもというように

違っていますので、教育委員会から「熊対応マニュアル」の原版を各学校に配布し

ておりまして、それを基に、それぞれの学校が自分の学校に応じてアレンジして、

自校の熊対応マニュアルにしています。統一したものではなくて、学校の状況に応

じた取組みをしているということです。 

 

 分かりました。 

 

他にありませんか。 

ないようであれば、次に生涯学習課長からお願いします。 

 

＜６月行事報告＞ 資料のとおり。 

生涯学習係  

・６月 ６日 放課後支援者研修会 

 ・６月１２日 防災キャンプ実行委員会 

 ・６月２２日 マタギの知恵体験学習会第１回実行委員会 
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長岐生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

藤本委員 

 

佐藤教育長 

 

 

藤野スポーツ振興

課長 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 ・６月２６日 放課後児童支援員等資質向上研修 

 文化係 

・６月 １日 縄文都市連絡協議会幹事会 

 ・６月 ４日 北秋田市図書館運営協議会 

 ・６月 ４日 浜辺の歌音楽館運営審議会 

 ・６月３０日 浜辺の歌音楽館３０周年記念式典 

     

＜７月行事計画＞資料のとおり。 

 生涯学習係 

・７月２０～２１日 防災キャンプ（鷹巣東小学校） 

・７月２５日 短期講座 コムコム・くまくま園講座 

文化係 

・７月 ８日 東京小猿部会芸能ショー（小猿部元気くらぶ主催） 

・７月２７～２９日 伊勢堂岱遺跡ジュニアボランティアガイド事前研修 

・７月３１日 伊勢堂岱遺跡ジュニアボランティアガイド研修視察 

 

 生涯学習課に、何か質問や意見などございませんか。 

 

 防災キャンプについて、何年か前に米内沢小学校の方に参加させてもらって、す

ごく良い経験になったのですけれども、防災キャンプは市内の全部の小学校に回っ

て行っているものですか。 

 

 そうです。昨年は鷹巣南小学校で行い、順番に回っています。 

 

 一回りするように計画されているのですね。ありがとうございました。 

 

 その前が米内沢小学校で、その前が綴子小学校ですね。 

 他にございませんか。他になければ、次にスポーツ振興課からお願いします。 

 

 ６月、７月の土日は、各体育館等何かしらの大会で使用されています。 

＜６月行事報告＞ 資料のとおり。 

 ・６月 ８日 北秋田市体育協会役員会 

・６月２３日 秋田県女性スポーツ推進委員研究大会   

 

＜７月行事計画＞ 資料のとおり。 

 ・７月 １日 合川プール開き 

 ・７月６～７日 平成３０年度東北地区スポーツ推進委員研修会 

 

 スポーツ振興課に、何か質問や意見はございませんか。 
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佐藤教育長 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

佐藤教育長 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 特にないようですので、次の項目に移ります。 

 続いて次第の４番「案件」に移ります。（1）承認第２号「専決処分の承認を求め

ることについて（北秋田市公民館非常勤主事の任命について）」の説明をお願いし

ます。 

 

 ＜承認第２号「専決処分の承認を求めることについて（北秋田市公民館非常勤主

事の任命について）」説明＞ 

  

 ただ今の提案に対して何か質問や意見はありませんか。 

 

ありません。 

 

ないようであれば承認第２号は承認とさせていただきます。 

６月議会で、大阿仁公民館長が空席になっていたことについて議員からのご指摘

を受けまして、空席であった２か月間、大阿仁地区の公民館活動を停滞させてしま

い申し訳なかったとお詫び申し上げたところです。その上で、今後、公民館長の選

任の基準として、任期について６年、７０才という一つの基準を設けてお願いして

います。３月の公民館長会議の中でも、館長さん方から了解を得ていたので、その

基準で進めることにより、前大阿仁公民館長が６年目であったため、替わっていた

だいた経緯があります。後任については、たくさんの方を当たったのですが、なか

なか館長をやって下さる方がいなくて、約２か月の空席になった訳です。議会の中

では、基準を見直したらどうだという話しもありましたが、私どもの考え方からす

ると、あまり長くなると活動が停滞していったり、参加する人が固定化していった

りして、公民館活動として相応しくなくなるのではないかとの思いもあります。今

後検討するべきところは、公務員等の定年が６５才になると、６年やると７１才に

なるので、タイミングを見計らって基準の見直しが図られればいいのかと考えてい

ます。答弁の中では、今いる館長さんたちに後任を育てて欲しいとお願いして、公

民館活動に携わる人を広げて、地域の人たちが参加できるような公民館活動にして

いきたいと答弁させてもらったところです。 

続いて、（2）議案第29号「北秋田市浜辺の歌音楽館の管理及び運営に関する規

則の一部を改正する規則の制定について」の説明をお願いします。 

 

＜（2）議案第29号「北秋田市浜辺の歌音楽館の管理及び運営に関する規則の一

部を改正する規則の制定について」説明＞ 

 

 ただ今の議案説明について、質問や意見はございませんか。 

 

 当分の間の、こうなったらこれ以降はきちんと改正して無料にするという、その

間のお考えはありますか。 
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長岐生涯学習課長 

 

 

 

 

 

藤本委員 

 

 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

永井委員 

 

 

 

 

藤本委員 

 

永井委員 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 試行的に減免無料にした場合に、どのような入館状況になるのか、継続的に調査

等して減免するというのが原則だと思うのですが、身近な音楽館の在り方を基本的

には目指しておりますので、拙速的な条例改正にせずに、ソフトランディングとい

う意味で規則の改正で対応します。前提としては３０周年を機に開かれた音楽館を

目指すための段階的なものです。 

 

 でも、将来的には無料にするということですね。音楽館は、何か企画展があるわ

けでもないし、例えば浜辺の歌のオルゴールとかがあってデコレーションして持ち

帰るとか、そういうのがないので、無料にしたから増えるとかということではない

かなと。毎回行っても同じ所ではなく、この事にプラスして何か体験型のものと

か、ここでしか手に入らない物とか何かプラスがないと、会合で集まった人達がた

だお茶を飲んで帰るだけの場所というか、そんな感じになりそうだと思って。 

 

 魅力ある館にするためには、そういうことも必要だと思います。アドバイスあり

がとうございます。 

 

 課長、将来的には必ず無料にするとは言えないです。そこは訂正して下さい。 

最終的に決めるのは議会で条例の改正ですので、こちらの意向としては無料にした

いということです。この試行期間の間にアンケートを採るとか、利用者の意見も聞

く機会を設けて、その上で条例の改正をというスタンスを持って欲しいと思いま

す。今回の議会でも、板垣議員から無料にしたらどうだと提案はされています。議

会に出されたから提案したのではなくて、それ以前から検討していた事ではありま

したけれども、浜辺の歌音楽館の審議会でもその方向で考えたいとはお話しさせて

いただいております。  

  

 質問ですが、いろいろな利活用のところで、浜辺の歌音楽館の登録のグループで

あれば発表会等の場合、入場料をどう徴収しても使用料は無料になるのか。ファル

コン等でやると使用料は支払わなければならないので、整合性を問われた時に適切

に対応することができるのかということ。 

 

 会場の使用料的なものですね。 

 

 ファルコンを使えば使用料を払わなければならないのに、浜辺の歌音楽館を使え

ば無料になる、その違いを問われた時に、明確に説明ができなければいけない。前

提としては、たくさんのお客さんに来てもらいたいことだが、そういうところを整

理してほしい。 

 

 そこは整理して回答できるようにしたいと思います。 
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藤本委員 

 

長岐生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 もともと入場料でなくて、会場使用料はあるのですか。 

 

 使用料も条例にはあります。 

 

回答できるようにというよりも、どうあればいいのか検証してください。見学に

ついては３０年が経って、館の一定の役割を果たしたのではないかいったところで

す。もっと市民の皆さんに広く利用してもらうための仕掛けは今年していて、２階

の方を定期公演等で館が企画した時には、それに参加する人達は無料にする、誰か

を呼んで行う公演で入場料を徴収する時には、入館料は無料にするなど、そういう

棲み分けはできると思います。成田為三先生の研究の第一人者と云われていた後藤

惣一郎先生が昨年お亡くなりになって、後藤先生のことも含めて浜辺の歌音楽館の

持ち方を担当には考えてもらっています。ちなみに、利用者数と収入について教え

てください。 

 

 平成２８年度入館者数１,０３９人、入館料３４３,８８０円、平成２９年度入館

者数１,０８０人、入館料３４３,１００円となっています。 

 

他にございませんか。ないようですので、議案第29号は議決とさせていただき

ます。 

 続いて、（３）議案第30号「北秋田市伊勢堂岱縄文館管理規則の一部を改正する

規則の制定について」説明をお願いします。 

 

＜（３）議案第30号「北秋田市伊勢堂岱縄文館管理規則の一部を改正する規則

の制定について」説明＞ 

 

 ただ今の議案説明について、質問や意見はございませんか。 

 

 ある施設でがっかりしたことがあって、草は伸びっぱなし、段ボールは積みっぱ

なしで、迎える姿勢がとても悪い。見ていただく、たくさんの方に来ていただくの

であれば、それなりの覚悟が必要だと思います。迎える側の施設管理、環境作りは

とても大事ですので、手落ちなくして欲しいと思います。 

 

 分かりました。 

 

今のことは、全ての施設で考えて欲しいと思います。 

縄文館の利用者数も教えてください。 

 

 縄文館の平成２８年度の年間入館者数１０,１８４人、入館料１,３１１,４５０

円。平成２９年度は熊の影響もありまして、入館者数６,２０６人、入館料６２０, 
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長岐生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

金澤総務課長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

金澤総務課長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

藤野スポーツ振興

課長 

 

佐藤教育長 

 

３５０円となっています。 

 

昨年、伊勢堂岱遺跡整備検討委員会の方からも、博物館法からいって無料にでき

たらいいと言われておりましたので、付け加えておきます。いずれ、７月末の段階

で国からの推薦に上がるか結論がでますが、その前に無料にして、皆さんに使いや

すい環境にするということをＰＲをしていきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

ただ今の議案第30号について議決としてもよろしいでしょうか。 

  

 はい。 

 

 それでは議案第30号は議決とさせていただきます。 

 続いて（４）議案第31号「北秋田市教育委員会事務点検及び評価実施要綱の一

部を改正する訓令の制定について」説明をお願いします。 

 

＜（３）議案第31号「北秋田市教育委員会事務点検及び評価実施要綱の一部を

改正する訓令の制定について」説明＞ 

 

 ただ今の議案説明に対して、質問や意見はございませんか。 

 総務課長、メリット・デメリットについて話してください。 

 

 委員は２名ですが、毎年１年で替わるということは、もし２人共に替わることに

なると、一からの説明が発生しますし、２年間で内容を良く理解して評価していた

だく事に繋がりますので、任期を２年にさせていただきたいということです。 

 

 質問や意見などないでしょうか。なければ議案第31号は議決とさせていただい

てよろしいでしょうか。 

 

はい。 

  

それでは議決とさせていただきます。 

続いて、（５）議案第32号「北秋田市スポーツ出場補助金交付要綱の一部を改正

する訓令の制定について」説明をお願いします。 

 

＜（５）議案第32号「北秋田市スポーツ出場補助金交付要綱の一部を改正する

訓令の制定について」説明＞ 

  

 ただ今の議案説明について、質問や意見はございませんか。 
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委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

金澤総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

金澤総務課長 

 

佐藤教育長 

 

各課長 

 

佐藤教育長 

 

 

藤本委員 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

藤本委員 

 

 

 

長岐生涯学習課長 

 ありません。 

 

 議案第32号は議決とさせていただいてよろしいでしょうか。 

全会一致で、議案第32号は議決とさせていただきます。 

 続いて（６）議案第33号「北秋田市教育委員会事務の点検・評価報告書につい

て」の説明をお願いします。 

 

 前会の委員会でスケジュールの説明をさせていただいておりますが、昨年より１

か月弱早く作成したこともありますが、今日の委員会前にお手元にお届けすること

ができませんでしたので、点検評価の内容、３０年度指標の内容で前年度と大きく

異なる部分について、議案冊子の順番どおりに説明させていただきます。内容につ

いては、急にご意見を述べられないところもあるかと思いますので、後日お気づき

の点がありましたら、ご連絡いただければ修正して、来月の定例会のときに修正し

た物で新たな御審議をお願いしたいと考えております。 

 

 そうすると、今日ここでこの議案は議決するのではなく、次回に繰り越して議決

し、今日は中身について提案させていただくことでよろしいですね。 

 

 はい。 

 

 皆さんよろしいですか。それでは総務課長から説明をお願いします。 

 

＜議案33号「教育委員会事務の点検・評価報告書について」説明＞ 

 

ざっと説明してもらいましたが、来月改めて議決するということでありますの

で、今日の説明の中で質問等があればお受けしたいと思います。 

 

Ｐ１１「少子化対策・子育て支援事業」今後の方向性の中で、「当事業は、「家庭

教育支援チーム推進事業」と「子ども育成支援事業」へ移行する。」とあります

が、「子ども育成支援事業」はどこについていますか。 

 

「子ども育成支援事業」は、子ども会の補助金がメインなので、今年度は掲載し

ておりません。 

 

「子ども育成支援事業」は３０年度もあるけれども、点検・評価の項目としては

取り上げていないので載っていないが、予算は持ってやっているということです

ね。 

 

はい、そうです。 
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佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三澤総務係長 

 

 

佐藤教育長 

 

小林学校教育課長 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

金澤総務課長 

 

 

 

 

 

藤本委員 

 

佐藤教育長 

 

金澤総務課長 

他に質問等ありませんか。 

評価指標については、もう少し分かりやすい数値目標にしてほしいとお願いして

いますので、今後検討していってください。もしこの後、お気づきの点がありまし

たら電話連絡でよろしいのでお願いします。質問や修正などありましたら７月には

直しを入れて提案するということですね。これは議案として出しましたけれども、

議決ではありません。提案するのが遅かったので、来月の議決としたいと思いま

す。 

それでは、次第の５番「その他」に移ります。 

その他、何か事務局からありますか。 

 

来月の定例教育委員会の開催日についてですが、７月２６日木曜日午後１時か

ら、北秋田市役所第二庁舎、旧中央公民館２階式場で開会予定です。 

 

この日は終わり次第、北秋田市としての教科書選定を行います。 

 

中学校の「特別の教科道徳」の分だけです。よろしくお願いします。 

 

その他何かありますか。 

 

この前の地震の事故に絡めて、先程の点検・評価のＰ２の所に、学校施設の維持

補修事業について載っていますが、何年も使っていない土俵とか、遊具とか、雪解

けが終わって少し斜めになっているフェンスとかが見受けられますけれど、長く使

う予定がないとなれば補修や、ロープを張って使えなくしているだけではなくて、

思い切って撤去するとか、そういうことも予定はされているのですか。それもこの

事業の中に含まれているのですか。 

 

総務課長 

 

学校の方と連携をとりまして、昨年度は米内沢小学校のジャングルジムを撤去し

ています。阿仁合小学校は、すべり台など直せるものは補修して使える状態にしま

したし、修理できない物はいらないというのであれば撤去して、安全面の確保をす

るようにしています。維持補修だけではなくて、撤去も含めての事業となっており

ます。 

 

ありがとうございました。 

 

今年度は中央小学校の土俵の屋根を撤去しますね。 

 

これからやります。綴子小学校の土俵は撤去しました。予算の関係もありまして
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（午後３時１５分 閉会） 

金澤総務課長 

 

佐藤教育長 

 

 

金澤総務課長 

 

 

長岐生涯学習課長 

 

 

 

 

佐藤教育長 

見極めながら進めています。 

 

ちなみに、この前の地震で壁の倒壊（大阪府）の後に、当市で調べた結果を報告

して下さい。 

 

当市の学校施設には危険なブロック塀はないと確認しておりますので、ご報告い

たします。 

 

生涯学習課では、浜辺の歌音楽館の道路沿いにブロック塀がありまして、高さも

１メートル未満で基準を満たしてますし、控え壁も採れています。平成２２年に一

度補修工事をしていますので、今のところ大丈夫だと思います。危機管理係の方か

ら調査が来ていますので届けたいと思います。 

 

他にございますか。 

ないようであれば、これで６月の定例教育委員会を終わります。 


